
愛知県生コンクリート工業組合 

 

東海地震防災マニュアル 

 

Ⅰ．目 的 

地震災害防止について、非常用品の備蓄や避難場所の確認、建物、施設の防災対策等

については、市町村の指導及び法令の定めによるものとし、本マニュアルは主として就

業者の安全確保を目的とする。 

 

Ⅱ．注意情報と予知情報・警戒宣言 

１．異常な地殻変動があり、地震の前兆である可能性が高まると、気象庁は「東海地震

注意情報」を出す。さらに異常が拡大して地震発生の恐れが高まれば、「東海地震予知

情報」を出し、首相が警戒宣言を発令する。 

２．予知情報は、「２、３日（又は数時間）以内にマグニチュード８以上の大地震が発生

し、愛知県内で震度６弱以上の揺れが予想される」という形で、「強化地域市町村」に

対して出される。２、３日（又は数時間）以内とは、２、３日（又は数時間）後に地

震が発生するという意味ではなく、すぐにでも発生する恐れがあるということである。 

３．予知情報が出た場合、強化地域内では交通は次の方針で規制される。 

(1)  鉄 道  最寄りの安全な駅に停車し、運行は中止される。但し、予想される震

度が５強以下の地域では運行が可能である。 

(2)  バ ス  付近の安全なところまで走行し、運行は中止される。 

(3)  一般道路 避難路及び緊急輸送路確保のため、交通が規制される。 

(4)  高速道路 インターチェンジから強化地域への流入は、制限される。 

  

Ⅲ．情報の連絡体制  

注意情報が出たことを知った者は、その事実を直ちに次の通り連絡する。 
（情報を得た者）      （情報の連絡先） 

①  工組及び支部の職員  →  上司及び他の職員 
②  工組及び各支部    →  最初に情報を得たところが、他に連絡 
③  各支部        →  各組合員 
（注）上記②及び③の連絡は、電話・ＦＡＸが不通の場合は、中止してよい。 
 

Ⅳ．工組事務局の対応 

(1)  注意情報が出た場合、工組事務局は情報を確認の上、次の措置を行って、直ちに



職員を退勤させ、自宅待機とする。 
①  火気使用機器の閉止 
②  非常持ち出し品の確保 
③  「退勤する」旨の守衛（ビル管理会社）への連絡 

(2)  自宅待機の期間は次の通りとする。 
①  警戒宣言が発令された場合は、それが解除されるまで 
②  地震が発生した場合は、交通機関が回復するまで 
③  警戒宣言が発令されない場合は、その旨決定するまで 

(3)  退勤途上、交通機関停止のため帰宅不能となった職員は、交通機関等からの指示

に従って行動する。指示がない場合は、最寄りの指定避難場所に避難する。 
(4)  自宅又は出勤途上で注意情報が出たことを知った職員は、そのまま自宅待機とす

る。 
 

Ⅴ．各支部及び各組合員の対応 

１．事業所の防災規程作成 
各支部及び各組合員は、強化地域に指定されているか否かを確認の上、県、市等の防

災規程作成例及び本マニュアルを参考に、それぞれ地域事情に応じて事業所の防災規程

を作成すること。 

２．生コン工場の操業について（対応例） 

操業の継続については事業主の判断に任されるが、注意情報が出た時点で工事現場

を含め多くの事業所で操業が停止されると予想される。生コンは工事資材であり、独

自の判断で操業を停止することは難しいが、操業縮小（できれば停止）の方向で、次

の通り対処する。 

(1)  注意情報が出た時 
①  工事現場の状況を確認し、工事継続の現場には出荷を継続する。 
②  予知情報が出た場合は操業を停止する旨伝え、必要な調整を行う。 

(2)  予知情報が出た時 
①  工事現場に連絡の上、操業を停止する。 
②  走行中のミキサー車は、原則として納入を中止し、直ちに帰社させる。 
③  事情により前各号により難い場合は、状況に応じてその都度判断する。 

 
Ⅵ．突発地震の場合 

本マニュアルは、注意情報→予知情報・警戒宣言発令の手順を想定したものであるが、

これらの手順がなく突発的に大地震が発生した場合は、次の通り対処する。 

１．操業停止と就業者の避難 

  前各項の規定に準じて操業を停止し、就業者を退社させる。交通遮断により帰宅で



きない就業者は、最寄りの指定避難場所に避難させる。 
２．走行中のミキサー車 
 交通遮断、渋滞等により帰社できなくなったミキサー車は、状況に応じて次の通り避

難する。 
①  交通の妨げにならない場所に停車し、運転者は避難する。 
②  直近の組合員工場まで走行できる場合は、組合員工場に避難する。 

（理事会決議事項） 各工場は、組合員の相互扶助の精神に基き、相互に避難車を受け

入れるとともに、可能な範囲で残コン排出に協力する。 
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